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しつけ（懲戒）と虐待の境界の認識に関する検討

～フランスの懲戒行動に関する現状をふまえて

加　藤　尚　子　・　藤　岡　孝　志

The Recognition of Boundary for Child Discipline and Child Abuse : 
Following the Present Situations of Disciplinary behavior in French

Shoko Kato　・　Takashi Fujioka

Abstract: The purpose of this research is to clarify the factors related to discipline and child 
abuse to construct a caregiver support program to prevent child abuse. This article reviews the 
boundary of discipline and child abuse in Japan. Then a semi-structured interview was conducted 
with professionals who are working in France, where the corporal punishment prohibition law 
was enforced in 2018, and content analysis was conducted.
From the results of the content analysis, eight elements related to discipline and child abuse have 
been clarified, and critical viewpoints of supporting caregivers were extracted. The findings are 
as follows: including the acquisition of discipline method, a supporter from experts and difficulty 
in discriminating discipline and child abuse, and more. For supporting caregivers, it is necessary 
to show how to raise children, including specific discipline skills, and offering support from 
experts. The result of the study leads the hypothesis of the process of disciple and the factors that 
supporters should be considered.
Key Words : discipline, child abuse and neglect, supporting caregivers

要旨 : 児童虐待が起きる重要な背景要因として、しつけ（懲戒行動）に関する認識と児童
虐待との境界の不明瞭さがあげられる。本研究では、児童虐待の発生を予防するための養
育者支援プログラムを構成することを目的として、しつけと児童虐待に関連する要因を明
らかにした。日本における懲戒を含むしつけと虐待との境界に関する議論を整理し、2018
年に体罰禁止法を施行したフランスにおいてインタビュー調査を行った。調査の結果から、
しつけと児童虐待に関係する要素として、具体的なしつけ方法の獲得、専門家の支援、し
つけ／虐待の判断の難しさ、などを含む 8 つの要素が明らかとなり、養育者支援における
重要な視点を抽出した。今後の養育者支援においては、具体的なしつけを含む子どもの養
育方法を示す必要があること、専門家の支援が必要であることを示し、しつけのプロセス
に関する仮説と、養育者支援において支援者が検討するべき要素に関する仮説を示した。
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Ⅰ．問題と目的

　児童虐待の相談件数は増加の一途をたどり、その勢いは衰える気配がない。2018 年度に全国
に 212 カ所ある児童相談所において児童虐待相談として対応した児童虐待対応件数は、15 万
9,850 件（速報値）にのぼった。これは前年度より 2 万 6072 件増え（対前年度比 119.5%）、調
査開始以降 28 年連続で増加し続け、今年度も過去最多を更新している（厚生労働省、2019）。
1990 年の調査開始と比較すると約 145 倍に、児童虐待の防止等に関する法律が制定された
2000 年と比べても約 9 倍という結果である。18 歳以下の人口を 2074 万人ほどと推定すると、
約 130 人に 1 人の子どもが児童虐待の問題に直面していることになる。児童相談所による虐待
対応件数の増加は、純粋な児童虐待発生件数自体の増加と同義ではないことは広く知られてき
てはいるものの、養育に困難を抱える家庭や児童虐待を受けている子どもが数多く存在してい
ることを示しており、依然として児童虐待問題への対応は児童福祉領域における最重要課題で
あるといえよう。
　児童虐待が起きる背景として、経済的貧困、親の性格上の問題や疾病、生育歴、子育て支援
の不十分さなどが指摘されている。しかしながらその他の重要な背景要因として、子どもの養
育方法やしつけに関する認識と虐待の境界の不明瞭さの問題があげられる。養育者のしつけと
虐待に関する概念や認識は必ずしも明確であるとはいえず、その境界は曖昧である（細坂・茅
島，2017；李・安山，2002；木下，2009 など）。実際に、2018 年 3 月に起きた東京都目黒区で
5 歳女児の、2019 年 1 月に起きた千葉県野田市での 10 歳女児の虐待死事件においても、養育
者は虐待した理由として「しつけ」をあげている。このように養育者の「しつけのつもり」の
虐待による死亡事例は後を絶たず、2004 年 1 月から 2018 年 3 月までの間に「しつけのつもり」
による虐待で死亡した子どもは全体の 11.5％にあたる 87 人に上っている。これは、加害の動
機として明らかになっているなかでは、「保護を怠ったことによる死亡」（114 人、15.1％）に
次いで 2 番目に多い動機となっている（厚生労働省，2019）。3 歳以上と 3 歳未満で比較をす
るとその傾向はより顕著となり、3 歳以上では「しつけのつもり」による虐待で死亡至った子
どもは全体の 28％に達し、「保護を怠ったことによる死亡」と「その他」と並び、最も多い加
害動機となっている。こうした現状をふまえると、児童虐待を行う養育者が虐待行為を「しつ
け」としてとらえていることが多くあり、しつけと虐待に関する概念や認識、境界が不明確で
あることが児童虐待へとつながっていると考えることができよう。しつけと虐待の境界を含め
た、しつけに関する諸相を明らかにすることは、今後の虐待予防と対策において重要な視点で
あるといえるが、これまで十分に検討されてきたとはいえない。
　2019 年に児童福祉法や児童虐待防止法が改正され、「児童のしつけに際して体罰を加えては
ならない」として体罰禁止が明記された。しかしながらその一方で民法においては、親が子ど
もを「監護及び教育に必要な範囲内で懲戒できる」とする懲戒権を定めており、このことが「し
つけのつもり」として養育者が虐待を行うことを正当化する理由として働いていることが指摘
されている（石川，2000；小口，2009）。実際に虐待を行った親が裁判などにおいても、「（子
どもに行った行為は）虐待ではなくしつけだ」という主張がなされ、民法の懲戒権を根拠に法
律家によって同様の主張がなされる場面にしばしば遭遇する。こうした実情を受け、今回の児
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童福祉法および児童虐待防止法の改正の施行後 2 年をめどに懲戒権のあり方も検討することと
なり、現在法制審議会にて審議中である。しかしながら、どのような行為が懲戒に該当し、ど
のような行為が該当しないを明らかにすることは難しい。さらに懲戒権が削除されることに
よって「正当なしつけ」もできなくなるとの意見もある（産経新聞，2019）。こうした懲戒権
の削除または制限に伴う懸念が生じることは、日本において長らく子どものしつけの方法とし
て懲戒が広く認められ用いられてきたことを示しているといえよう。小口（2009）は、懲戒権
は教育という目的を達するに必要な範囲内に制限されたが、親の一般的懲戒権を容認すること
により懲罰を目的とした体罰を法的に正当化したと述べている。現在の民法は明治時代に定め
られており、こうした法が成立し維持されていることの背景には、日本人が受け継いできた家
庭でのしつけや養育方法の中には、体罰を用いた懲戒という児童虐待へとつながる要素が存在
し、それがさらに現在の家庭でのしつけや養育方法においても受け継がれ、認められているこ
とを示しているといえる。懲戒権の存在が子どもへの体罰や虐待につながるという指摘がある
一方で、親の養育上の権利として子どもを懲戒することができると法律によって認められるほ
ど、日本人の間に深く根付いている子どもに対する養育姿勢と方法を簡単に放棄することは難
しく、それに替わるものを示す必要があるといえよう。
　フランスなどヨーロッパ各国でも、子どもを教育するために「体罰」が容認されてきた。
2007 年にフランスで行われた調査では、こどもの 96％が親にたたかれた経験があり、祖父
母の 84％および親の 87％が体罰を加えたことがあると回答している（Union	of	Families	 in	
Europe，2007）。フランスの一般社会では、ビンタ、尻たたき、手を打つなどの体罰は普通
のことあり、2009 年には 82%、2015 年には 70% が体罰禁止に反対の意思を示している（Le	
Figaro，2015）。こうした統計をみると、フランスの親の多くが子どもの頃にたたかれた経験
があり、そのため子どものしつけにおいてたたくという行為が養育方法として認められ、支持
されていると考えられる。しかしながら、2016 年に家庭における体罰を禁じる法案が可決され、
2018 年に施行されている。その点においてフランスは、「親の懲戒行動」への危惧に基づき、
日本に先んじて、行き過ぎた、あるいは不適切な懲戒行動に至らない子育て支援を目指す方向
に舵を切ったといえる。
　伝統的な養育方法として、児童虐待へとつながる可能性がある体罰を用いた懲戒行動がしつ
けとして存在し、またしつけとしての懲戒行動と虐待の境界がかならずしも明確にされていな
いことは、児童虐待の発生防止と対応を図る上で妨げとなる状況であるといえる。しつけと児
童虐待との境界を検討するための視点を整理すると共に、懲戒を含むしつけにおいて重要な視
点を検討することは、児童虐待への対応と発生予防を検討する上で重要である。本研究では、
日本における懲戒を含むしつけと虐待との境界に関する議論を整理し、その上でインタビュー
調査により把握したフランスとアメリカにおけるしつけと虐待との境界と比較する。それらを
踏まえ、懲戒行動（しつけ）における重要な視点を明らかにする。明らかとなったしつけ（懲
戒行動）における視点は、しつけのあり方と今後の日本における虐待予防及び親支援プログラ
ム、施設等での養育者支援プログラムの開発において重要となると思われる。それらをふまえ
て、親の行き過ぎた懲戒行動を予防するための方策を検討し、日本における愛着臨床アプロー
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チ（親支援、里親支援、施設職員支援プログラム）の再構成を図ることを目指す。

Ⅱ．日本におけるしつけ（懲戒行動）と児童虐待の境界に関する先行研究

１．しつけとは

　しつけとは、現代社会学事典によれば、「子どもを日常生活における行動様式や生活習慣の
型を身につけさせること」のために用いられ、社会化の一つの形態であるとされている。ある
社会集団の成員が日常生活における生活的な習慣・価値・態度・行動様式などを修得させる過
程のことをしつけという。石田ら（2015）は、「しつけ」とは社会で生きていくために日常生
活における基本的な習慣・態度・行動様式を生活中で獲得していくものであり、それが身につ
けられるように、親や身近な大人が行為を示し教えていくものであると定義した。また岡本

（2005）は、自力で実行じたり判断したりできない子どもに対して、ある文化社会で生きてい
くために必要な習慣・スキル、行動規範を、賞罰や手本を示すなどして教えることを通して、
やがては子ども自身が自分で判断し、自分で自分の行動をコントロールできるように目指す営
みであるとした。
　これらの定義をふまえれば、しつけとは、特定の文化社会の中で生きていくために必要な習
慣、態度、価値、行動規範を子どもが獲得できるように大人が働きかける営みのことだと要約
できよう。子どもに備わっていないものを育て備えることがしつけであることから、そのプロ
セスは快体験だけでなく、時には子どもに対する制約や制限、したくないことをさせるという
促しなど、子どもにとっては不快な体験も含まれる。そしてそのプロセスは、当初は子どもを
育てる大人が様々な方法を用いて子どもが獲得するべき行動を取ることができるよう働きかけ
るが、最終的にはそうした大人の働きかけがなくとも、子どもが自分自身で判断し、自分の感
情や行動をコントロールし、必要な習慣、態度、価値、行動規範を取ることができるようにな
るという経過をたどる。したがって、適切なしつけを考えるための前提として、子どもが日々
の生活の中で日常の生活習慣の獲得や何らかの課題に直面したときの対処を図る際に、自分自
身で事の善悪を判断しするべきことを見いだすためには、どのような能力が求められ、どのよ
うな状態が必要となるのかが、養育者に理解されていることが必要となる。その上で、その状
態や能力を準備するためにはどのような大人の働きかけが効果的であるのかを考えることが、
適切なしつけを考えるということになろう。子どもが自分の感情や行動をコントロールするこ
とができるようになるためには、どのような子どもの状態と能力が求められ、それを用意する
ためにどのような大人の働きかけが効果的であるのかを考えることがしつけの根幹であるとい
える。

２．しつけと児童虐待

　厚生労働省は、「子ども虐待の対応の手引き」において、子どもの立場から安全と健全育成
が図られていることがしつけであり、保護者の意図は関係なく、あくまでも子どもにとって有
害となる行為は虐待であるという考えを示している（厚生労働省，2013）。しつけと虐待の概
念的差異については、厚生労働省による手引きとほぼ同一の見解が他でも示されており（日本
小児医学会，2006；馬場，2015；ほか）、保護者の意図や価値判断ではなく、子どもを主体と
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してその安全と健康が守られているか否かを基準とした判断であることは揺るぎないものであ
るといえる。
　一方で、日本の成人においては約 6 割が子どもに対するしつけのための体罰を容認しており、
実際に子どもを養育している養育者の 7 割がしつけの一環として子どもを叩いたことがあり

（セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン，2018）、しつけと虐待の概念的差異は十分に浸透してい
るとはいえない。これまでの研究においても、一般の養育者においてはしつけと虐待の境界は
曖昧となっていることが多く示されている。8 割以上の母親が虐待と認識していた行為は「や
けどを負わせる、整髪でなく髪を切る、食事を与えない、お風呂に入れない、下着を替えない、
家に放置する、裸のままにしておく、学校に行かせない、物を投げる、他のきょうだいと差別
をする」であり、6 割前後の母親がしつけとして行ってよいと認識していた行為としては「大
声で叱る、お尻を叩く、手を叩く」（李・山下・津村，2012）であった。一方で比較的ダメー
ジの少ない体の部位に対して体罰を伴うしつけをおこなうことは許容されると考えられており

（金谷・杉浦，2006）、「縛る、蹴る、突き飛ばす」は虐待だが「頭を叩く、尻を叩く」は虐待
と見なす人が少ない（新家ほか，2004）、「ひどく殴る、蹴る」はしつけを超えている（吉川，
2000）、などの結果も示されており、結果として怪我などの危険性やダメージの程度が低いと
予測される暴力については虐待ではなくしつけと見なされていることを示している。これらは、
懲戒権の設定において期待されていた教育的意図をある程度反映した感覚であるといえよう。
しかしながら、教育的意図とは無関係の要素も、しつけと虐待の判断に関わりがあることがわ
かっている。「大声で叱る、お尻を叩く、手を叩く」ことはしつけだがそれ以外の行為につい
てもしつけとして行っている（李・安山，2002）ことや、母親自身が行った経験がない行為に
ついては虐待と認識しやすく実際に行った経験がある行為ほどしつけと認識しやすい（李・山
下・津村，2012）ことがわかっている。そして母親は感情優位となったときに無意識に親のパ
ワーを押しつけ、体罰ではなく自分自身の感情がセーブできたかどうかが虐待としつけの境界
と知覚されている（細坂、茅島，2017）なども明らかにされている。これらの研究は、危険性
の予測以外にも、行為の経験の有無や養育者の感情などによりしつけか虐待かの判断に差異が
生じることを示しているといえ、しつけと虐待を判断する行為の境界は極めて曖昧となってい
る可能性があるといえよう。
　こうした結果をふまえると、あらためて養育者側の意図や結果の予測、経験の有無や感情抑
制の程度などによって左右されやすい「しつけか虐待か」という曖昧で多様な価値が入りやす
い概念で判断を問うのではなく、より具体的な「行為」をもとに判断を行う必要が示されてい
るといえよう。養育者の意図や感情とは関係なく、子どもに危険をもたらす可能性のある行為
は虐待であるという認識をあらためて確認すると共に、しつけを行うためにより適切で効果的
な養育行動を具体的に示すことが必要であるといえる。

Ⅲ．フランスにおけるしつけ（懲戒行動）と児童虐待の境界に関するインタ

ビュー調査

１．調査目的
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　「親の懲戒行動」への危惧に基づき、行き過ぎた不適切な懲戒行動に至らない子育て支援お
よび養育者支援を目指している先駆的な国のソーシャルワーカーあるいは子ども家庭福祉領域
の研究者等の専門家への聞き取りを通して、体罰禁止法の施行後の実情や懲戒行動への危惧を
踏まえた養育者支援の実態を把握するととども、今後の日本における虐待予防及び親支援プロ
グラム、施設等での養育者支援プログラムの開発に益する基礎資料を得ることを目的としてイ
ンタビュー調査を行った。その調査の中から、各国における本論文に関係するしつけとしての
懲戒行動と児童虐待の境界に関係する項目および語りを取り上げ、懲戒行動と児童虐待の境界
を検討し、懲戒行動（しつけ）における重要な視点を明らかにする。

２．調査対象及びリクルート方法

　本調査の目的に沿う対象として、以下の 3 カ所の機関（6 名）と 2 名の個人を設定した。
・	ASSOCIATION	 FRANÇAISE	 D'INFORMATION	 ET	DE	 RECHERCHE	 SUR	

L'ENFANCE	MALTRAITÉE（AFIREM）；児童虐待の問題に対応する専門職の支援を行
う機関であり、様々な分野のエキスパートが専門家に対して無料で助言を行っている。イ
ンタビュー対象者は、小児科医 2 名と弁護士の計 3 名であった。

・	LA	VOIX	DE	L'ENFANT（子どもの声）；子どもを守る 42 の機関をまとめている子ども
の権利擁護団体。幅広い子どもの人権問題を取り扱っており、児童虐待や犯罪被害に遭っ
た子どもの法的な支援や関係機関への助言などを行っている。インタビュー対象者は、
LA	VOIX	DE	L'ENFANT	のプレジデントであった。

・	CONSEIL	FRANÇAISE	DES	ASSOCIATION	POUR	LES	DROITS	DE	L'ENFANCE	
（COFRADE）；子ども直接支援は行わず、子どもの権利条約の批准など、子どもの権利
向上に関して政府や関係機関に働きかける活動をしている機関。インタビュー対象者は、
プレジデントと顧問弁護士の 2 名であった。

・	虐待を受けた子どもなどを含む精神科の特別な訓練を受けた経験年数 30 年以上の看護師。
　対象者のリクルートは、次の手順で行った。

（１）機関

　文献およびインターネットに掲載されている情報を参考に、パリ市内にある児童虐待問題に
関する活動をしている機関を 8 カ所ほどピックアップし、その内容をフランスでの生活経験が
長く現地での子育て経験もあるフランス文学研究者に確認してもらったうえで主要な機関 5 カ
所選んだ。それぞれにコーディネーターを通してインタビュー依頼を行い、承諾が得られた３
機関に対してインタビューを行った。

（２）個人

　児童虐待の問題にかかわり、育児困難や不安、マルトリートメントを受けた子どものケアお
よび社会的養護の問題に深く関わっており、エキスパートと思われる人に依頼した。リクルー
トについては、コーディネーターと関わりがある専門家であり、縁故法にて依頼した。

３．調査方法

（１）調査期間

　2018 年 3 月（フランス）に実施した。
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（２）調査方法と内容

　協力承諾の得られた機関および協力者に対してあらかじめ作成した質問項目に基づき、半構
成的グループ・インタビューまたは個別インタビューを行った。調査実施者が２名にて聴き取
り調査を実施した。実施にあたっては、倫理的配慮を遵守しながら行った。面接調査時間は一
人あたり90分をめどに行った。質問内容はそれぞれの国における「体罰禁止法の状況について」

「虐待防止対策と支援方法について」「懲戒行動について」「行きすぎた懲戒行動に対する防止・
支援策について」などである（表 1）。
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４．分析方法

　本研究では、表明されたコミュニケーション内容を客観的、体系的かつ数量的に記述するた
めの調査法である Berelson,B. が提唱した内容分析の手法に基づき実施した（Berelson=1957；
舟島，2007）。できる限り客観的な分析が担保され、恣意性が排除されるよう、インタビューデー
タの内容からしつけ（懲戒行動）と児童虐待に関与する要因をすべてとりあげた。研究におけ
る問いは、「しつけ（懲戒行動）／児童虐待に関係する要素はなにか」であり、問いに対する
回答文は、「しつけ（懲戒行動）／児童虐待に関係する要素は（　）である」である。
　分析の手順は、まず、①インタビュー内容をすべて逐語化した上で、②しつけ（懲戒行動）
と児童虐待について言及されている箇所に線を引き、③研究における問いと回答文に照らし合
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わせ、文節化していった。④次に、個々の記録単位を意味内容の類似性に基づき分類し、カテ
ゴリー化を進めた。⑤その記述を忠実に反映したカテゴリーネームをつけ、必要に応じて複数
のカテゴリーのまとまりである大カテゴリーを作成し、相互関係などを検討した。

５．倫理的配慮

　研究の概要（目的・意義・調査内容）と守秘義務、データの取り扱い等を事前に口頭及び書
面で説明し、同意書を得た上で調査を実施した。本研究は、日本社会事業大学社会事業研究所
研究倫理委員会の審査を受け承認された（承認番号：17-0901）。

６．結果

　逐語化した記録から、研究における問いと回答に該当するしつけ（懲戒行動）と児童虐待に
ついて言及されている記述は、179 記録単位であった。179 記録単位を意味内容の類似性に基
づき分類化し、カテゴリー化をすすめた。そうして形成された 29 の下位カテゴリーをさらに
分類化した結果、最終的にしつけ（懲戒行動）と児童虐待に関連する要素として、8 カテゴリー
が形成された。表 2 は 8 カテゴリーと各カテゴリーを形成している下位カテゴリーと各々の記
録単位数を示す。以下、これら 8 カテゴリのうち、記録単位数の多いものから順に結果を論述
する。なお、［　］内は、各カテゴリを形成した記録単位数とそれが記録単位総数に占める割
合を示す。
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【１．具体的なしつけ方法の獲得】［41 記録単位、22.9%］
　このカテゴリーは、「親のしつけ方がわからないという悩み」、「子どもの内面の理解」、「具
体的なしつけ方法」、「体罰以外の方法を知る」、「子どもへの対応の難しさ」、「関わり方がわか
らない場合に子どもへの関わりを放棄すること」、「子ども自身に親の行動の意味を理解させよ
うとする」の 7 つの小カテゴリーから形成された。親の適切なしつけとはどのようなものなの
かという悩みと、それが獲得されない場合の危惧、そしてしつけにおいて必要であると思われ
る要素を表していた。

【２．専門家の支援】［33 記録単位、18.4%］
　このカテゴリーは、「専門機関・専門家に相談する」、「専門機関・専門家の具体的な支援」、

「専門家の限界」、「文化の違いを理解する仲介者の支援」の 4 つの小カテゴリーから形成された。
専門機関や専門家の支援の有効性と重要性、専門的な支援が必要であるという要素を表してい
た。

【３．しつけ／虐待の判断の難しさ】［24 単位記録、13.4%］
　このカテゴリーは、「一律に体罰を禁止することは難しさ」と「体罰だけでなく心理的傷つ
きもあること」の 2 つの小カテゴリーから形成された。しつけが虐待か、あるいは行きすぎた
懲戒行動なのかの判断が難しいという要素を表していた。

【４．しつけ／虐待の外的基準】［23 単位記録、12.8%］
　このカテゴリーは、「法律によるしつけの規定」、「暴力の全面的禁止」、「しつけと虐待の範
囲を外的に規定すること」の 3 つの小カテゴリーから形成された。法律や世論のコンセンサス
等により、しつけにおいて暴力は用いてはならないことやしつけと虐待の境界を明確にする必
要があるという要素を表していた。

【５．他者との関わり】［20 単位記録、11.2%］
　このカテゴリーは、「閉じてしまう（助けが求められない）こと」、「家庭は密室であること」、「子
どもの告白」、「他者の無関心」、「複数の多様や他者との関わり」、「複数の多様や他者との関わ
りの喪失」、「閉鎖的なしつけと子育て」の 7 つの小カテゴリーから形成された。虐待または不
適切なしつけには、他者の目が入らない閉鎖的な環境や養育者の姿勢が関係しており、子育て
においては他者の関わりが必要であるという要素を表していた。

【６．文化的要因】［16 単位記録、8.9%］
　このカテゴリーは、「時代によるしつけの変遷」、「文化の違いがしつけに影響すること」、「し
つけに対する歴史・教育・文化の影響」の 3 つの小カテゴリーから形成された。時代の変遷や
文化の違いによって、しつけの方法や内容、基準が異なるという要素を表していた。

【７．親のしつけに関する独自の認識】［15 単位記録、8.4%］
　このカテゴリーは、「親のしつけに関する誤った認識」、「親や家庭にしつけがまかされてい
ること」の 2 つの小カテゴリーから形成された。誤ったしつけや虐待の背景には、親にしつけ
が任されておりその基準が関係しているという要素を表していた。

【８．親のコンディションの調整】［7 単位記録、3.9%］
　このカテゴリーは、「親も自分を見失う」小カテゴリーから形成された。親が自分で自分を
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コントロールできなくなったり、冷静さを失い自己の状態を把握できなくなったりすることが
不適切な関わりと関係していることが示されており、親のコンディションの調整が必要である
という要素を表していた。

Ⅳ．考察

　本項においては、しつけと児童虐待の境界に関する文献研究と調査によって明らかとなった
しつけ（懲戒行動）と児童虐待に関係する要素について考察することを通して、日本における
しつけ（懲戒行動）と虐待との境界と、しつけにおける重要な視点を検討し、今後の養育者支
援に必要な示唆を得る。

１．しつけ（懲戒行動）と児童虐待に関係する要素

　インタビュー調査の結果は、しつけ（懲戒行動）と児童虐待に関係する要素として、8 カテ
ゴリー、すなわち 8 つの要素を明らかにした。不適切なしつけや児童虐待が生じる要因として、

【６．文化的要因】と【７．親のしつけに関する独自の認識】が関係していることが示された。
また、養育者がしつけを行い、不適切なしつけや児童虐待を予防するためには【１．具体的な
しつけ方法の獲得】と【８．親のコンディションの調整】が図られることが必要であり、その
ためには【２．専門家の支援】や【５．他者との関わり】が必要であることが示唆された。そ
して、【３．しつけ／虐待の判断の難しさ】が、養育者のみならず支援者にも存在しており、【４．
しつけ／虐待の外的基準】を明らかにすることが一層重要であることが示されたといえよう。
　日本のしつけと児童虐待の境界に関する文献研究が示していることと同じく、体罰禁止法の
導入を定めたフランスにおいても、しつけか虐待かを判断する行為の境界は極めて曖昧であ
り、外的に基準を示すことが求められていることが確認できた。しつけか虐待かの判断の難し
さを抱えている点は同じであり、日本よりもいっそう多民族多文化の人々で構成されている社
会であることを反映して、養育者がしつけと考えて子どもに行う行為に多様性があり、そのこ
とに対応する困難が示された。子どものしつけに体罰を用いることや若年での結婚が社会通念
上認められ推奨されている文化を背景に持つ養育者にとっては、子どもに対して行う行為がフ
ランスの法律と社会的コンセンサスの中で共有されているしつけと虐待の境界を大きく踏み越
え、異なるものとなる場合がある。また、時代の変遷の中でも、しつけと虐待の境界は変化す
る。同じ文化を背景に持つ者同士でも、「昔はしつけが厳し」く、「お尻を叩いたりとかはしつ
けの一環として普通」と語られるように、しつけと不適切な懲戒行動とみなされる行為の境界
は変わりうる。日本においても同じ状況があるといえよう。こうした状況を反映してか、イン
タビュー調査の結果からは、＜法律によるしつけの規定＞や＜暴力の全面禁止＞などしつけに
体罰を用いることを禁止することや、＜しつけと虐待の範囲を外的に規定すること＞として虐
待の外的基準を明らかにすることの必要性が認識されていた。あらためて、曖昧で多様な価値
が入りやすい「どこまでがしつけでどこからが児童虐待か」などといった概念で判断を問うの
ではなく、現在の子どもの権利や養育に関する知見に照らし合わせ、体罰は子どもに対する暴
力であり虐待であること、しつけとして用いてはならないことなど、具体的で明確な「行為」
をもとに判断を行い、基準を示す必要があるといえよう。
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２．具体的なしつけの定義と子どもの養育方法を示すことについて

　記録単位が最も多かったカテゴリーは、【具体的なしつけ方法の獲得】であり、41 記録単位、
全体の 22.9％を占めていた。＜親のしつけ方がわからないという悩み＞のように、親は子ども
をどのようにしつけたらよいのか悩んでおり、また＜具体的なしつけ方法＞や＜体罰以外の方
法を知る＞に表されているように、暴力を用いることに変わる具体的なしつけ方や適切なしつ
け方とはどのようなものかと悩んでいた。そして、それがわからないまま暴力を禁じられると
関わり自体を放棄する危険があることが、＜関わり方がわからない場合に子どもへの関わりを
放棄すること＞として語られていた。これは、子どもに対して暴力を用いてしつけを行っては
ならないという、してはならない禁止行為を示すことだけでなく、望ましいしつけの方法や子
どもをしつける具体的な方法を示す必要を表しているのだと考えられよう。しつけの方法には、

【文化的要因】が影響しており、それがしばしば不適切なしつけとなってあらわれていること
から、経験則や慣例に沿ったしつけの考え方に頼り切るのではなく、具体的なしつけの定義と
根拠のある子どもの養育方法を示す必要性があらためて示されたといえる。
　愛着臨床においては、「養育者と子どもとの相互性」（藤岡，2014）が重視されており、養育
者の要点として予測性、感受性、有用性、指向性、存在性をあげている。これに基づき、養育
者と子どもとの相互性が構築されることにより、子どもは養育者をパートナーとして自身の情
動調整を図ることが可能になるとしている（藤岡，2018）。また、大河原（2010）は「感情制
御の発達不全モデル」として、親が子のネガティブ感情（負情動）や身体感覚を否定すること
によって子ども自身もそれを否定する必要が生じ、解離反応から過覚醒反応に反転する中で子
どもの感情の暴走が生じるとする仮説を示し、養育者が子どもの身体感覚と感情を肯定するこ
との重要さを指摘している（大河原，2010）。そして、枠組みにぶつかり子どもが感情を制御
できない状態に陥ったときに、子どもの不快感情を承認しつつ安全な関係を維持することに
よって子どもの認知と感情・身体体験に行き来が生じ、それにより認知・意思による制御が発
達していくというしつけのプロセスを示した（大河原，2015；2016）。他にも、子どもの感情
表出を養育者が罰したり、軽く取り扱ったり、動揺することによって、子どもが不快感情を適
切に扱えなくなることを示す研究は多く存在し、子どもが表現する不適切感情を養育者がいか
に受けとめるかが子ども自身の感情制御の力に影響を与えることがわかっている（Eisenberg,N.	
&	Fabes,R.A.	;	Davidov,M.&	Grusec,J.E.	;	ほか）。これらをふまえると、特定の文化社会の中で
生きていくために必要な習慣、態度、価値、行動規範を子どもが獲得するしつけの過程で遭遇
する、行動の制限や示唆とそれらによって子どもに生じた不快感情や心理的緊張を、養育者と
の安心できる関係の中で制御する体験を重ねていくことにより、子どもは認知・意思による制
御、すなわち自分の感情や行動をコントロールすることが可能となり、必要な習慣、態度、価値、
行動規範を獲得することができるようになるといえる。
　しつけを行う際には、第一に、養育者は子どもが泣く、怒る、ぐずる、言うことを聞かない（不
服従）などの行為として表出するいらだち、怒り、悲しみなどの不快感情や心理的緊張をいっ
たん受けとめ、第二にそれを緩和させることが必要であるといえよう。不快感情や心理的緊張
を緩和させる方法としては、＜子どもの内面を理解してしつけを行う必要性＞として示されて
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いるように、子どもが体験している内的な感情を養育者が正しく理解することが重要となると
思われる。子どもの内的な感情体験を子どもとの間で言語化したり、抱っこをしたりスキンシッ
プなどの身体的な関わりを通して緊張を緩和させるなど、子どもの年齢や発達、状況に応じて
様々な方法が考えられよう。子どもが不快感情や心理的緊張を示しているときに暴力を用いる
ことは、子どもに更なる緊張と恐怖をもたらすこととなり、緊張を緩和させることとはほど遠
く、逆効果であるといえる。養育者の関わりによって不快感情や心理的緊張からある程度回復
した子どもは、第三の段階として養育者が要求しているしつけの内容を検討することが可能な
状態となり、第四の段階として考えさせる、言い聞かせる、対話するなどの＜子ども自身に親
の行動の意味を理解させようとする＞関わりが実現し機能するのだといえよう。こうしたプロ
セスを繰り返し体験することにより、最終的に、しつけとして養育者が子どもに要請する社会
生活上必要な習慣、態度、価値、行動規範、感情や行動のコントロールの力が子ども獲得され
自律的に機能するようになるのだと考えられる。

３．専門家の支援の必要性

　二番目に記録単位が多かったのは、【専門家の支援】であり、33 記録単位、全体の 18.4% を
占めており、しつけや児童虐待に関係する要素として、専門家の支援の必要性が示されていた。
　養育者と子どもとのアタッチメント関係の基盤は、子どもの不安や不快な状態を養育者との
関わりの中で緩和し、安心し安全であると実感する状態に回復させることにある。その過程の
中で子どもは養育者に対するアタッチメントを発達させ、自分一人ではコントロールできない
不安を養育者の力をかりて制御し、その繰り返しを経験する中で、やがて自分自身の力として
自律の能力を獲得していく。しつけにおいては、既に述べたように、子どもの不快感情や緊張
を緩和させる必要があり、子どもが安全で安心だと感じられる状況が必要である。安定したア
タッチメント関係は、養育者と子どもとの関係においてこれらを可能とする。子どもがしつけ
られる基盤には、養育者との安心と安全を実現するアタッチメント関係が必要である。しつけ
の方法の具体的提示がなされる場合に、専門家の支援として第一に必要とされるのは、親子の
安定したアタッチメント関係を促進させることであり、その基盤の上に、子どもの不快感情や
緊張を緩和させる働きかけや応答などの具体的方法を示すことが必要であろう。この子どもの
不快感情や緊張を緩和させる働きかけや応答は、アタッチメント関係の形成を促進する養育者
の働きかけや応答と重なるものである。
　【親のコンディションの調整】を図る支援も重要である。しつけの一連のプロセスの前提で
もあり、しつけを行う際に必要なことが、【親のコンディションの調整】である。先行研究に
おいても示されているように、親が感情的になったり、ゆとりを失うこと、＜親も自分を見失
う＞ことによって、しつけが適切に行えず、児童虐待の要因ともなり得る。アタッチメント関
係の促進という養育者と子どもとの関係への働きかけ、子どもに対する具体的なしつけ行為と
いう子どもへの働きかけ、そして養育者の状態を整える養育者への働きかけという、3 つの視
点をふまえて、支援プログラムを検討する必要がある。養育者の状態を整える心理教育や感情
制御の方法を獲得する支援が、実際の子どもへのかかわりの前提として、あるいは並行して行
われる必要がある。さらに、【６．文化的要因】と【７．親のしつけに関する独自の認識】が
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しつけや児童虐待の要因として影響していることから、文化的要因と親のしつけに関する認識
に焦点を当てた心理教育や支援の要素も必要となると考えられる。
　専門家の支援においては、食事作りや掃除などの生活支援から、子どもが散らかしたものを
どのように片付けさせるかなどのしつけの方法まで、＜専門機関・専門家の具体的な支援＞の
必要性が示されていた。また、＜専門機関・専門家に相談する＞必要性が認識されていたが、
一方で【他者との関わり】が希薄であることが、しつけがうまくいかないことや児童虐待の発
生と関係することが示唆されており、＜専門機関・専門家に相談する＞ことが自発的にできな
い、＜閉じてしまう（助けが求められない）こと＞になっている養育者にどのように働きかけ
ていくのかを検討することが必要である。社会全体の意識や、具体的な子育て行為をはじめと
した、養育としつけという個人的な営みを開かれたものにする必要性があるといえよう。
　以上をふまえて、しつけのプロセス（図１）と養育者支援プログラムにおいて必要となると
考えられる要素を表 3 に示す。
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Ⅴ．本研究の限界と今後の課題

１．本研究の到達点

　本研究によって、しつけと児童虐待に関係する一定の要素が、先行研究に基づく文献検討と
インタビュー調査に基づく実証的研究により、明らかになったといえよう。そしてそれをふま
えて、今後の養育者支援においては、具体的なしつけを含む子どもの養育方法を示す必要があ
ること、専門家の支援が必要であることが明らかにされた。しつけのプロセスに関する仮説と、
養育者支援において支援者が検討するべき要素に関する仮説を示した。

２．本研究の限界と今後の課題

　本研究が分析対象としたデータは海外のものであり、日本を対象としたものではない。今後
は、しつけと児童虐待に関係する日本における要素を確認すると共に、得られた要素の内容を
精査することが求められる。また、しつけのプロセスに関する仮説と、養育者支援において支
援者が検討するべき要素は仮説の域を出ず、実証的な確認が求められる。その上で、今回提示
した内容を具体化していくことが必要となろう。特に、しつけのモデルにおいて示した、子ど
もの不快感情や緊張を緩和させる養育者の子どもの状態の受けとめにおける具体的な関わりに
ついては、「養育者のしつけの方法と具体的な子どもへの関わり方」となる今後の養育者支援
の具体的スキルを構成する軸となるものであると思われるため、さらなる研究を進めていく必
要がある。アタッチメントを基盤としたこれまでの愛着臨床において明らかとなった要点を、
養育者が子どもに向き合いしつけを行う場面に照らし合わせ、具体的にどのように関わること
が必要であるのか、愛着臨床プログラム全体の構成の中に位置づけていく必要がある。
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